
Ⅰ　は　じ　め　に

アメリカ公認会計士協会（以下，AICPA と表記する）は２０１３年６月に『中小企業の財

務報告フレームワーク』（AICPA ２０１３a，以下 FRF for SMEs 会計フレームワークと表

記する）を公表した。そのフレームワークの意義と体系についてはすでに別稿（浦崎 ２０１３）

において検討しているので，本稿では FRF for SMEs 会計フレームワークに基づいて作

成される財務諸表はどのような様式となっているのかを検討し，中小企業の財務報告の意

義を財務諸表の表示という観点から明らかにしようとするものである。

アメリカにおいて FRF for SMEs 会計フレームワークの適用が想定される会社は，U.S. 

GAAP に準拠した財務諸表を作成する必要がなく，またその作成が義務づけられていない

会社である。それらの会社は，通常，小規模の企業であって，株式を公開し所有構造を変

更する意図はなく，高度に専門化した事業を行っているわけではない。また，そのほとん

どは，出資と経営が一致した所有者による経営形態で，営利目的の事業活動を行っている。

さらに，社内には公認会計士などの会計スタッフがいない場合が多く，外部の会計事務所

に会計業務を依存している。本稿でいう中小企業はそのような属性を有していることに留

意されたい。

Ⅱ　財務諸表の表示に関する一般原則

　�　FRF for SMEs 会計フレームワークの特質

AICPA によれば，FRF for SMEs 会計フレームワークは強制適用される会計基準では

ないが，それに基づく会計情報の認識・測定・伝達に関する特徴は次のような点にあると

述べられている（AICPA ２０１３b）。
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①　伝統的な会計原則と税法基準を適切に組み合わせた会計ルール

②　利用目的に合わせた開示規定

③　歴史的原価による測定原則

④　経営者による財務諸表作成の選択

⑤　簡素化された原則主義の会計基準

⑥　変動持分事業体の概念を除いた簡素化された連結モデルの採用

また，FRF for SMEs 会計フレームワークによって作成された財務諸表の主要な利用

者として，中小企業の所有者，弁護士・医者等の職業専門家，銀行その他の資金提供者，

保険会社，保証人，個人投資家等があげられている（AICPA ２０１３b）。以下においては，

FRF for SMEs 会計フレームワークにおいて提示されている財務諸表の表示に関する一

般原則を取り上げることにする。（AICPA ２０１３a, para.１.０３.）

指摘するまでもなく，財務報告は，情報の伝達のプロセスである。その伝達のプロセス

の成否は，準拠している会計原則の適切性に依存している。また， 終的には，財務諸表

の読者の理解度にも依存している。さらに，財務諸表の表示の範囲と明瞭性にも依存して

いる（AICPA ２０１３a, para.２.０１）。また，特定の状況における表示と注記に関する意思決

定には，専門的判断が要求される。それ以外にも，FRF for SMEs 会計フレームワーク

の検討，管轄区域の法律と規制の特定の規則についての理解が求められる。効果的な報告

を行うためには，新しい問題についての認識，投資者，債権者，政府，その他ステークホ

ルダーの要求の変化についての認識が必要である（AICPA ２０１３a, para.２.０２）。

�　FRF for SMEs 会計フレームワークに準拠した適正表示

財務諸表は，FRF for SMEs 会計フレームワークに準拠して，企業の財政状態，経営

成績，キャッシュ・フローを適正に表示しなければならない。すなわち，取引その他事象

の実質を忠実に表現しなければならないということである。その際，FRF for SMEs 会

計フレームワークの第１章の財務諸表の諸概念において提示された財務諸表の諸要素，認

識および測定の規準に準拠して忠実な表現を考慮しなければならない（AICPA ２０１３a, 

para.２.０３）。

FRF for SMEs 会計フレームワークに準拠した適正な表示は，次によって達成される

（AICPA ２０１３a, para.２.０４）。

�　FRF for SMEs 会計フレームワークを適用すること

�　会計期間の企業の財政状態，経営成績，キャッシュ・フローに影響を及ぼす取引
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または事象に関する十分な情報を提供すること

�　明瞭かつ理解可能な様式で情報を提供すること

経営者は，会計期間の企業の財政状態，経営成績，キャッシュ・フローに影響を及ぼす

取引または事象の範囲および内容に関する十分な情報を提供するための専門的判断を行使

する。その際，影響の規模（金額），影響の内容，その影響を理解するために必要な注記

の範囲を考慮しなければならない。その情報は，取引の重要な条項だけでなく，そのよう

な事象の内容と当該会計期間に及ぼす財務的影響についても記載しなければならない（AICPA 

２０１３a, para.２.０５）。また，経営者は，関連する取引の内容と範囲および取引の重要な条項

について明瞭に伝達する様式で情報を提供する。財務諸表は，そのような様式及び用語法

で作成され，重要な情報が容易に理解できるような項目分類が行われる。重要でない項目

は，類似の内容を有するその他と一緒にグループ化される（AICPA ２０１３a, para.２.０６）。

�　継続企業の前提

財務諸表を作成するときに，経営者は継続企業の基準（going concern basis of accounting）

に適合しているかどうかについて評価しなければならない。継続企業の基準が前提として

いることは，企業は通常の事業活動において資産を実現し債務を弁済することができると

いうことである。継続企業の基準が適合しなくなるのは，経営者が企業を清算すると意図

するときか，または，会社を清算することしかないようなときである。FRF for SMEs 

会計フレームワークが利用できるのは継続企業である企業のみである。継続企業ではない

企業は，清算会計基準（liquidation basis of accounting）に基づいて財務諸表を作成し

なければならない（AICPA ２０１３a, para.２.０７）。

継続企業の基準に適合するかどうかの評価を行うときは，経営者は貸借対照表日から

長で１２か月先の将来について，既知の利用できるすべての情報を考慮しなければならない。

経営者が事象または状況に関連する重要な不確実性について知り得ているときには，そし

て，既知の事象または状況が通常の事業活動において資産を実現し債務を返済する企業の

能力に深刻な影響を及ぼす可能性が高いと結論づけるときには，企業はその状況および事

象の影響を緩和する計画とともにそれらの不確実性について注記しなければならない（AICPA 

２０１３a, para.２.０８）。考慮の程度と経営者の評価は，それぞれのケースの事実に依存してい

る。企業が収益性の高い事業活動を続けており，かつ，容易に資金調達ができる場合には，

継続企業の基準は適合するという結論は詳細な分析を行うまでもなく到達することができ

る。その他のケースでは，経営者が考慮する必要があるものは，現在の収益性と将来の収
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益性，債務返済計画，資金の借り換えのための新たな借入先などの関連する幅広い諸要因

である。それは，継続企業の基準に適合するまで行われる（AICPA ２０１３a, para.２.０９）。

�　財務諸表の範囲と表示形式

財務諸表は，その注記と付属明細書と共に，FRF for SMEs 会計フレームワークに準

拠した適正表示のためにすべての情報を記載しなければならない（AICPA ２０１３a, para.２.１０）。

財務諸表に含まれるのは，財政状態計算書，事業活動計算書，持分変動計算書（持分の変

動は財務諸表の注記において開示することができる。あるいは，その他の財務諸表の一部

として開示することもできる。），キャッシュ・フロー計算書である。財務諸表の名称の選

択は判断の問題である。上記の財務諸表の名称は例示であって，それ以外の名称の選択を

妨げるものではない。例えば，財政状態計算書は，資産・負債・持分の計算書とすること

ができる。事業活動計算書は，収益と費用の計算書とすることができる。財務諸表の注記

と付属明細書は，財務諸表の重要な一部である（AICPA ２０１３a, para.２.１１）。

財務諸表に付随するその他の資料における補足情報あるいは財務諸表とともに提供され

る補足情報は，財務諸表の重要な部分ではない。FRF for SMEs 会計フレームワークは，

一組の完全な財務諸表の作成のみを義務づけているのではなく，単一の財務諸表を作成す

るために FRF for SMEs 会計フレームワークを採用することを認めている。経営者は，

FRF for SMEs 会計フレームワークに準拠して汎用的な用途の財務諸表を作成するため

にただ一つの組の会計方針を選択しなければならない。会計方針を変更する場合には，

FRF for SMEs 会計フレームワークの第９章「会計方針の変更，会計上の見積の変更，

および誤謬の訂正」の規定を遵守する必要がある（AICPA ２０１３a, para.２.１２�２.１５）。

また，財務諸表は二期比較形式で作成されなければならない。ただし，財務構造に重要

な変更があった場合，資産および負債の包括的な再評価が行われた場合（プッシュダウン

会計）は，その限りではない。会計方針の変更により科目の表示分類が変わった場合は，

比較可能性を確保するために前年度の財務諸表を再分類する（AICPA ２０１３a, para.２.１６�

２.１７）。

�　会計方針の開示

会計方針とは，財務諸表の作成と表示のために企業が採用する特定の原則，基準，慣習，

規則，実務のことである。企業が採用する会計方針は，財政状態，経営成績，キャッシュ・

フローに影響を及ぼすので，財務諸表の有用性はそれらの会計方針を開示することで高ま
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るのである（AICPA ２０１３a, para.２.１８）。FRF for SMEs 会計フレームワークに準拠して

財務諸表を作成している企業は，財務諸表の注記において表示の基準について説明しなけ

ればならない。同様の点について，AICPA の職業基準 AU�C８００「特別な考慮事項―特別

目的の枠組みに準拠して作成された財務諸表の監査」においても指摘されており，監査人

または会計担当者は財務諸表を作成するときに依拠した特別目的フレームワークが U.S.GAAP 

とどのように相違しているのかについて評価することが要求されている。企業はその主な

相違点について簡潔に説明する必要があるが，その相違の影響を金額で数量化することま

では求められていない（AICPA ２０１３a, para.２.２０）。

Ⅲ　財務諸表の雛型

　�　中小企業の財務報告の構成

AICPA は，２０１３年６月に FRF for SMEs 会計フレームワークを公表後，２０１３年７月

にそのウェブサイトにおいて FRF for SMEs 会計フレームワークに関連する各種の情報

を提供している�。ここでは，脚注�で示している URL において公開されている FRF 

for SMEs ツールキットのなかから『中小企業の財務報告フレームワークを用いて作成し

た財務諸表の雛型』（AICPA ２０１３c）を取り上げ，そこで例示されている財務諸表の様式

について検討することにしたい。

上掲の解説書では，アクメ製造株式会社とアルファ建設株式会社という名称の２つの仮

想会社の連結財務諸表が例示として掲げられている。そのいずれの会社の場合においても 

FRF for SMEs 会計フレームワークと U.S.GAAP の双方で作成された財務諸表がその違

いを明確にする目的から提供されている。アクメ製造株式会社の場合の構成は次の通りで

ある。

アクメ製造株式会社の例示

①　FRF for SMEs 会計フレームワークのケース

�　連結比較財務諸表の作成基準

�　独立監査人レビュー報告書

�　連結資産・負債および持分計算書
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�　連結収益および費用計算書

�　連結キャッシュ・フロー計算書

�　連結財務諸表の注記

②　U.S.GAAP のケース

�　連結比較財務諸表の作成基準

�　独立監査人レビュー報告書

�　連結貸借対照表

�　連結損益計算書

�　連結キャッシュ・フロー計算書

�　連結財務諸表の注記

次に，アルファ建設株式会社の場合の構成は次のようになっている。

アルファ建設株式会社株式会社の例示

①　FRF for SMEs 会計フレームワークのケース

�　比較財務諸表の作成基準

�　独立監査人報告書

�　連結資産・負債および持分計算書

�　連結収益・費用および留保利益計算書

�　連結キャッシュ・フロー計算書

�　連結財務諸表の注記

②　U.S.GAAP のケース

�　比較財務諸表の作成基準

�　独立監査人報告書

�　連結貸借対照表

�　連結損益および留保利益計算書

�　連結キャッシュ・フロー計算書

�　連結財務諸表の注記

アクメ製造株式会社とアルファ建設会社の相違の重要なポイントは，財務諸表の信頼性

の保証の形態であり，前者がレビュー報告書で後者は監査報告書となっている。本稿では

紙幅の関係もあり，FRF for SMEs 会計フレームワークに基づいて作成されたアクメ製

造株式会社の財務諸表について管見したい。
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�　財務諸表の作成基準と監査報告

中小企業が財務報告を行う際，まず，表１の通り財務諸表の作成基準について説明を行

う（AICPA ２０１３c, p.３）。財務諸表の作成基準に関する説明区分では，AICPA が公表し

た FRF for SMEs 会計フレームワークに基づいて財務諸表を作成していること，U.S.GAAP 

に準拠した場合の財務諸表とどこが相違しているかということについて，財務諸表の利用

者に注意喚起する。財務諸表の作成基準についての説明を行った後で，監査報告がなされ

る。アクメ製造株式会社の場合は，独立監査人のレビュー報告書となっている。表２はア

クメ製造株式会社および関連会社の株主に対する独立監査人によるレビュー報告書の雛型

となっている（AICPA ２０１３c, p.４）。
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表１　財務諸表の作成基準

　FRF for SMEs 会計フレームワークに基づいて作成した財務諸表には，U.S.GAAP に準拠した
場合の財務諸表と比較して，次のような重要な相違点がある。

＊　U.S.GAAP と異なり，FRF for SMEs 会計フレームワークには，持分変動事業体（VIEs）
の概念がない。U.S.GAAP の表示規定によれば，VIEs の連結と関連する事項の開示が求めら
れている。FRF for SMEs ではその点について選択規定となっており，VIEs の連結と関連す
る事項の開示は義務づけられていない。FRF for SMEs 会計フレームワークには関連当事者
に関する開示規定がない。

＊　U.S.GAAP と異なり，FRF for SMEs 会計フレームワークでは，営業権は１５年超の期間で
償却される。したがって，営業権の減損テストは求められていない。

＊　U.S.GAAP の表示規定によれば，所得税の不確実性に関する会計指針に準拠する必要があ
るが，FRF for SMEs 会計フレームワークは同様の規定がない。

表２　中小企業の財務諸表の信頼性の保証

独立監査人レビュー報告書
アクメ製造株式会社および関連会社の株主の皆様へ
　我々は，２０１３年および２０１２年の１２月３１日現在のアクメ製造株式会社および関連会社の連結資産・
負債および持分計算書ならびに同一会計期間の収益および費用計算書とキャッシュ・フロー計算書
のレビューを行った。このレビューでは経営者が作成した財務データの分析的手続きと経営者に対
する質問を中心に行った。事実上，レビューの範囲は監査の範囲よりも小さいものであるが，レ
ビューの目的は財務諸表全体として意見を表明することには変わりはない。しがたって，われわれ

はそのような意見を表明するものである。
　経営者はアメリカ公認会計士協会が公表した中小企業の財務報告フレームワークに準拠した財務
諸表の作成とその適正表示に対して責任を有している。また，経営者は財務諸表の作成と適正表示
に関連する内部統制の設計，実施，保持についても責任を有するものである。
　我々の責任はアメリカ公認会計士協会が公表した会計およびレビュー業務に関する基準書に準拠
してレビューを実施することである。それらの基準は我々に限定保証の行うための手続きの実施を
求めている。限定保証とは財務諸表に重要な修正はなかったと表明することである。我々は実施し
た手続きの結果はこの報告書の合理的な基礎を提供するものと確信している。
　我々は実施したレビューの手続きの結果として注記１に既述されている中小企業の財務報告フ
レームワークに準拠して作成された添付の財務諸表になんらかの重要な修正事項が存在していたと
言うことは認識していない。
　会計事務所の署名
　２０１４年４月１６日
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�　財務諸表の雛型

アクメ製造株式会社の財務諸表の例示では，貸借対照表，損益計算書，キャッシュ・フ

ロー計算書が上げられている（AICPA ２０１３c, pp.５�９）。なお，アクメ製造株式会社の財務
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表３　貸借対照表の例示

アクメ製造株式会社および関連会社の連結資産・負債および持分計算書
２０１３年および２０１２年，１２月３１日現在

資産
２０１３２０１３

流動資産
２３２,４７９$３１９,９７９　現金および現金同等物
８９９,３３７１,０９４,２９１　受取勘定

４,８６７５,７３９　従業員債権
２８,８２０２６,４６１　棚卸資産
６,６９７１３,１７７　前払費用

１,１７２,２００１,４５９,６４７流動資産合計
投資

８,３９７７,５７０　投資不動産
８,３９７７,５７０投資合計

有形固定資産
７,８４９１０,７１１　土地

１３,７４３１９,０５８　建物
８,７４８８,７４８　リース物件改良費

２６,９４４２７,５５０　家具・什器・備品
１５４,１６５１５５,６２６　車両運搬具
１１１,００９１１５,８２６　店舗器具・備品
３２２,４５８３３７,５２２

△２５７,７３６△２６９,４８６　△減価償却累計額
６４,７２２６８,０３６正味有形固定資産

その他資産
１,３０４１,１５９　営業権

２１８１７０　ローンコスト
５６,４１６５９,８４１　生命保険解約返戻金
５７,９３８６１,１７０その他資産合計

１,３０３,２５７$１,５９６,４２３総資産
負債および持分

２０１２２０１３
流動負債

$４９４,７２９$６０９,７３２　支払勘定
１２７,７３７１,２１８　１年以内返済長期債務

９,８３１６,９３９　従業員源泉徴収預り金
　未払債務

５２０１３　　利息
２０,５８４３０,２１３　　賞与
３１,１６０２９,８６９　　給与
５,８５６―　　その他租税

６９１,６３５６７７,９８４流動負債合計
固定負債

１,２１８―　長期債務
６９１,６３５６７７,９８４負債合計

持分
２,８５０２,８５０　普通株―額面$１０発行済株式２８５株

２４,６０４２４,６０４　追加払込資本
５８４,１６８８９０,９８５　留保利益
６１１,６２２９１８,４３９持分合計

$１,３０３,２５７$１,５９６,４２３負債および持分合計

出所　AICPA ２０１３c, pp.５�６.
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表４　損益計算書の例示

アクメ製造株式会社および関連会社の連結収益および費用計算書
２０１３年および２０１２年の１２月３１日で終了する会計年度

2013２０１３

$４,１５７,０６７$５,８２５,５０４純売上高

３,９７８,１４５５,２４２,８９１売上原価

１７８,９２２５８２,６１３売上総利益

営業費用

２２８,２１６２２９,６５０　販売費および一般管理費

１７,６８６５,７６５　支払利息

２４５,９０２２３５,４１５営業費用合計

（６６,９８０）３４７,１９８営業利益（損失）

その他収益

２,２１７１,０２０　受取利息

１,３４０１,７７４　資産売却益（売却損）

１５,５９８１０,５２８　その他

１６,４７５１３,３２２その他収益合計

$（５０,５０５）$３６０,５２０純利益（損失）

出所　AICPA ２０１３c, p.７.

表５　キャッシュ・フロー計算書の例示

アクメ製造株式会社および関連会社の連結キャッシュ・フロー計算書
２０１３年および２０１２年の１２月３１日で終了する会計年度

２０１３２０１３

営業活動によるキャッシュ・フロー

$４,４２４,１２８$５,８２０,４０８　営業活動から受領したキャッシュ

（４,２９１,４８４）（５,５２２,７８８）　営業費用として支払ったキャッシュ

２,２１７１,０２０　受取利息

（１７,３９５）（６,２７２）　支払利息

１１７,４６６２９２,３６８営業活動による正味のキャッシュ

投資活動によるキャッシュ・フロー

（２０,６１３）（１７,６７７）　資本的支出

２２７―　受取手形売却収入

―１,７３３　資産の売却による収入

（２０,３８６）（１５,９０４）投資活動による正味のキャッシュ

財務活動によるキャッシュ・フロー

（６２９,７０４）（１３５,０８８）　長期債務の返済による支出

―（１７３）　ローンコストの支払い

（４０,７１２）（５３,７０３）　配当金支払い

（６７０,４１６）（１８８,９６４）財務活動による正味のキャッシュ

（５７３,３３６）８７,５００現金および現金同等物の純増（純減）

８０５,８１５２３２,４７９現金および現金同等物期首残高

$２３２,４７９$３１９,９７９現金および現金同等物期末残高

注　独立監査人レビュー報告書と財務諸表の注記を参照されたい。
出所　AICPA ２０１３c, p.８.



経営学部開設１０周年記念論文集

諸表の個別の書類の名称は，U.S.GAAP と異なる名称が用いられており，FRF for SMEs 

会計フレームワークに準拠していることが強調されている。アクメ製造株式会社の財務諸

表の特徴は，中小企業であっても連結ベースの財務諸表が作成されていることである。ま

た，損益計算書は，日本の様式と異なり，経常損益の計算区分が見られない。さらに，

キャッシュ・フロー計算書は直接法で作成されており，別途，営業活動によるキャッシュ・

フローについて間接法による調整計算書が例示されているが，ここではそれを取り上げて

いない。

�　財務諸表の注記

アメリカの中小企業が FRF for SMEs 会計フレームワークに準拠して財務報告を行う

場合，前掲の財務諸表を提示した後で財務諸表に関する注記を行う。以下，注記において

開示される項目を例示し，当該項目に関する詳細については省略している（AICPA ２０１３c, 

pp.９�１２）。

Ⅳ　終　わ　り　に

本論文は，AICPA が２０１３年７月に公表した財務報告に関する資料『中小企業の財務報

告フレームワークを用いて作成した財務諸表の雛型』（AICPA ２０１３c）を取り上げ，FRF 

for SMEs 会計フレームワークに基づいて財務報告を行う場合の全体像を明らかにした。
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表６　財務諸表の注記の概要

１．重要な会計方針の要約
　　会計基準
　　業務内容
　　連結原則
　　受取勘定
　　棚卸資産
　　有形固定資産
　　所得税
　　現金および現金同等物
　　財務諸表作成時の見積もり
　　営業権
　　後発事象の評価
２．クレジット・リスクの集中
３．関連当事者との取引
４．長期負債

５．持分の変動
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非上場の中小企業の所有構造や資金調達の方法を考慮すると，企業外部の直接的な利害関

係者は銀行等の債権者であって，不特定多数の潜在的投資者に対しても情報開示するもの

ではないことを加味すると，ここでいう財務報告は一般目的ではなく特別目的の財務報告

と特徴づけることができる。仮に債権者が財務諸表の主たる情報利用者であると想定する

ならば，債権者に対する企業の債権担保力を表示することが財務諸表の作成目的であると

解釈することができる。かかる解釈を是とするならば，中小企業の資金調達のためには債

権者の与信意思決定にとって有用な情報の提供を行う必要がある。そのような観点からす

るならば，企業のある時点の債権担保力を明らかにする測定属性が合理的かつ目的適合的

なものであると考えることができる。しかし，FRF for SMEs 会計フレームワークでは

歴史的原価が測定原則として措定されている。

ここでは FRF for SMEs 会計フレームワークにおいてなぜ歴史的原価を測定原則とし

ているのかについて私見を提示することで結びとしたい。結論を先に述べるならば，財務

諸表を用いて提供する情報は中小企業の収益力表示に重点を置いたのではないかというこ

とである。すなわち，中小企業が期首資本を期末時点においても維持しているかどうかの

判断の基礎となるものが，資産の歴史的原価で記録された帳簿価額であり，歴史的原価に

基づいた費用の計算を行うことで当該費用の金額を収益から控除し，その余剰額を適正な

期間利益として計算し，収益と費用の差額が大きければ大きいほど中小企業の収益性は高

いということになる。言い換えれば，中小企業の株主が出資した貨幣資本の維持が行われ，

一定の収益性が保持されている限り，債権者に対する債務の弁済には十分な資産の裏付け

があり，支払能力の有無を判断するという点からさらにキャッシュ・フロー計算書を提供

することにより債権者に十分な判断を行うことができるような理論的な装置を FRF for 

SMEs 会計フレームワークにビルトインしているものと考えている。その証左として本論

文の第２節において検討したように FRF for SMEs 会計フレームワークを適用するため

には当該中小企業は継続企業の条件を満たすものであるかどうかが求められているのであ

る。
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